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特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案
参
照
条
文

○

外
貿
埠
頭
公
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
公
団
の
権
利
及
び
義
務
の
承
継
等
）

第
二
条

京
浜
外
貿
埠
頭
公
団
（
以
下
「
京
浜
公
団
」
と
い
う
。
）
及
び
阪
神
外
貿
埠
頭
公
団
（
以
下
「
阪
神
公
団
」
と
い
う
。
）
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
（
京
浜
公

団
に
対
す
る
政
府
並
び
に
東
京
都
及
び
横
浜
市
の
出
資
金
並
び
に
阪
神
公
団
に
対
す
る
政
府
並
び
に
大
阪
市
及
び
神
戸
市
の
出
資
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
公

団
の
解
散
の
時
に
お
い
て
、
京
浜
公
団
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
東
京
港
及
び
横
浜
港
、
阪
神
公
団
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
大
阪
港
及
び
神
戸
港
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

き
運
輸
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
権
利
及
び
義
務
の
承
継
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
承
継
計
画
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

い
承
継
す
る
。

２

（
略
）

３

公
団
の
解
散
の
時
に
お
け
る
政
府
の
公
団
に
対
す
る
出
資
金
は
、
公
団
の
解
散
の
時
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
府
の
指
定
法
人
に
対
す
る
無

利
子
貸
付
金
と
な
つ
た
も
の
と
す
る
。

４
～

（
略
）

13
（
外
貿
埠
頭
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
）

第
六
条

政
府
は
、
指
定
法
人
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
整
備
計
画
に
基
づ
き
、
又
は
旧
公
団
法
第
三
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
団
が
認
可
を
受
け
た
工
事
実
施
計
画
に
従
つ
て
行
う
外
貿
埠
頭
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

○

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
を
行
う
者
の
指
定
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
要
件
を
備
え
る
法
人
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
東
京
港
、
横
浜
港
、
大
阪
港
又
は
神
戸
港
ご
と
に
、
そ
の
特
定
外
貿
埠
頭

の
管
理
運
営
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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（
外
貿
埠
頭
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
）

第
六
条

政
府
は
、
港
湾
管
理
者
が
指
定
会
社
に
対
し
港
湾
法
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
港
湾
計
画
に
お
い
て
そ
の
建
設
又
は
改
良
に
関
す
る
計

画
が
定
め
ら
れ
た
外
貿
埠
頭
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
貸
付
け
の
条
件
が
次
項
の
政
令
で
定

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
貸
付
金
に
充
て
る
た
め
、
そ
の
貸
付
金
額
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
金
額
を
無
利
子
で
当
該
港
湾
管
理
者
に
貸
し
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
政
府
の
貸
付
金
及
び
政
府
の
貸
付
け
に
係
る
港
湾
管
理
者
の
貸
付
金
に
関
す
る
償
還
方
法
そ
の
他
必
要
な
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定

め
る
。

○

海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
八
号
）
（
抄
）

附

則

第
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
法
人
は
、
新
外
貿
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
当
該
指

定
に
係
る
指
定
会
社
が
承
継
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
法
令
中
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

５
～
７

（
略
）

○

外
貿
埠
頭
公
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
六
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
法
第
二
条
第
三
項
の
無
利
子
貸
付
金
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
の
指
定
法
人
に
対
す
る
無
利
子
貸
付
金
と
な
つ
た
も
の
と
さ
れ
る
当
該
無
利
子
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
京
浜
公

団
又
は
阪
神
公
団
に
対
す
る
事
業
年
度
ご
と
の
出
資
金
の
額
を
、
東
京
都
若
し
く
は
横
浜
市
又
は
大
阪
市
若
し
く
は
神
戸
市
の
京
浜
公
団
又
は
阪
神
公
団
に
対
す
る
当

該
事
業
年
度
の
出
資
金
の
額
を
基
準
と
し
て
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
配
分
し
た
額
が
、
当
該
出
資
の
行
わ
れ
た
事
業
年
度
に
関
係
港
湾
に
係
る
指
定
法
人

に
対
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
無
利
子
貸
付
金
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
た
事
業
年
度
の
属
す
る
国
の
会
計
年
度
（
以
下
「
会
計
年
度
」
と
い
う
。
）
の
翌
会
計
年
度
か
ら
三
年

間
据
置
き
十
七
年
間
半
年
賦
均
等
償
還
の
方
法
に
よ
り
、
毎
会
計
年
度
、
九
月
三
十
日
又
は
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
償
還
す
る
も
の
と
す
る
。
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３

（
略
）

４

災
害
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
の
無
利
子
貸
付
金
の
償
還
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
政

府
は
、
当
該
無
利
子
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
担
保
の
提
供
を
さ
せ
ず
、
か
つ
、
利
息
を
付
さ
な
い
で
償
還
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

政
府
は
、
指
定
法
人
が
第
一
項
の
無
利
子
貸
付
金
の
償
還
を
怠
つ
た
と
き
は
、
償
還
期
限
の
翌
日
か
ら
償
還
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
償
還
す
べ
き
金
額
に

つ
き
年
十
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
延
滞
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

政
府
は
、
指
定
法
人
が
第
一
項
の
無
利
子
貸
付
金
の
償
還
を
怠
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
無
利
子
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
償
還
期
限
を
繰
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
法
第
六
条
の
無
利
子
貸
付
金
）

第
六
条

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
指
定
法
人
に
対
し
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
け
る
貸
付
金
の
金
額
は
、
外
貿
埠
頭
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
費
用

の
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
外
貿
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
（
外
貿
埠
頭
の
施
設
の
う
ち
専
ら
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
運
送
に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
外
航
貨
物
定
期
船
を
係
留
す
る
た
め
の
岸
壁
及
び
そ
の
前
面
の
泊
地
並
び
に
こ
れ
ら
と
一
体
と
し
て
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
、
荷
さ
ば
き
等

の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
そ
の
規
模
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
大
規
模
埠
頭
」
と
い
う
。
）
の

建
設
又
は
改
良
（
大
規
模
埠
頭
と
す
る
た
め
に
行
う
外
貿
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
の
改
良
を
含
む
。
）
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、
当

該
費
用
の
額
の
十
分
の
一
以
上
十
分
の
二
以
下
（
大
規
模
埠
頭
で
岸
壁
の
前
面
の
泊
地
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
水
深
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
分
の
一
以
上
十
分

の
三
以
下
）
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
算
定
し
た
割
合
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

２

前
項
の
貸
付
金
の
償
還
条
件
は
、
貸
し
付
け
た
日
か
ら
三
年
間
据
置
き
十
七
年
間
半
年
賦
均
等
償
還
と
す
る
。


